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令和６年小樽市議会第３回定例会提出予定議案 

 

（予算・決算議案） 

 

議案１ 令和６年度小樽市一般会計補正予算 

 

議案２ 令和６年度小樽市港湾整備事業特別会計補正予算 

 

議案３ 令和６年度小樽市国民健康保険事業特別会計補正予算 

 

議案４ 令和６年度小樽市介護保険事業特別会計補正予算 

 

議案５ 令和６年度小樽市後期高齢者医療事業特別会計補正予算 

 

議案６ 令和６年度小樽市下水道事業会計補正予算 

 

議案７ 令和５年度小樽市一般会計歳入歳出決算認定について 

 

議案８ 令和５年度小樽市港湾整備事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 

議案９ 令和５年度小樽市水産物卸売市場事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 

議案10 令和５年度小樽市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 

議案11 令和５年度小樽市住宅事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 

議案12 令和５年度小樽市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 

議案13 令和５年度小樽市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 

議案14 令和５年度小樽市病院事業決算認定について 

 

議案15 令和５年度小樽市水道事業決算認定について 

 

議案16 令和５年度小樽市下水道事業決算認定について 

 

議案17 令和５年度小樽市産業廃棄物等処分事業決算認定について 

 

議案18 令和５年度小樽市簡易水道事業決算認定について



 

 - 2 - 

（条例案その他の議案） 

 

議案19 小樽市空家等対策会議条例の一部を改正する条例案 
 
   空家等対策の推進に関する特別措置法の一部改正（令和５年６月１４日公布、同年１２

月１３日施行）に伴い、所要の改正を行うもの 

  《改正内容》 

   法改正に伴う引用条項の修正を行う。 

   施行期日 公布の日 

 

議案20 小樽市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一

部を改正する条例案 
 
   児童手当法の一部改正（令和６年６月１２日公布、同年１０月１日施行）に伴い、所要

の改正を行うもの 

  《改正内容》 

   特例給付の廃止に伴い、「特例給付」の表記を削る。 

   施行期日 令和６年１０月１日 

 

議案21 小樽市保健所設置条例の一部を改正する条例案 
 
   施設の老朽化対策、行政サービスの向上等を目的として、ウイングベイ小樽４階に保健

所を移転するもの 

  《改正内容》 

   保健所の位置を次のとおり変更する。 

   （変更前） 小樽市富岡１丁目５番１２号 

   （変更後） 小樽市築港１１番１号   

   施行期日 規則で定める日（令和６年１２月２日を予定） 

 

議案22 小樽市国民健康保険条例の一部を改正する条例案 
 
   国民健康保険法の一部改正（令和５年６月９日公布、令和６年１２月２日施行）に伴い、

被保険者証の返還に係る罰則を廃止するとともに、所要の改正を行うもの 

  《改正内容》 

   ① 納付義務者が被保険者証の返還の求めに応じない場合の罰則を廃止する。 

   ② 法改正に伴う引用条項の修正を行う。 

   施行期日 令和６年１２月２日 

 

議案23 小樽市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例案 
 
   小樽築港駅周辺地区地区整備計画区域のうち、商業・業務地区における建築物の用途の

制限について、所要の改正を行うもの 

  《改正内容》 

    小樽築港駅周辺地区地区整備計画区域のうち、商業・業務地区に建築してはならない

建築物に、サービス付き高齢者向け住宅が含まれるように修正する。 

   施行期日 公布の日 
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議案24 工事請負変更契約について 
 

   旧ごみ焼却場解体工事の請負変更契約を締結するもの 

   ① 契約金額 

     変更前 ９億８，２１９万円 

     変更後 ９億９，３１８万８，４６０円 

   ② 契約の相手方 

     札幌市中央区北２条東１７丁目２番地 

     岩田地崎・阿部共同企業体 

 

議案25 北海道後期高齢者医療広域連合規約の変更について 
 

   高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正（令和５年６月９日公布、令和６年１２月

２日施行）により、現行の被保険者証が廃止されることに伴う所要の改正を行うため、北

海道後期高齢者医療広域連合規約の変更について、地方自治法第２９１条の１１の規定に

より議会の議決を求めるもの 

  《改正内容》 

    「被保険者証」の表記を削るため、広域連合の処理する事務について定めている規定

を、具体的な事務を列挙する規定から、事務を包括的に表現する規定に変更する。 

   施行期日 北海道知事の許可の日 

 

（報 告 等） 

 

・ 専決処分報告 
 

   平成３０年度から令和４年度までの間における小樽市相談支援事業委託契約において、

消費税及び地方消費税が非課税の事業であると市が誤認して契約を締結していたことによ

り、受託事業者に延滞税等の費用負担を生じさせたことに係る損害賠償について、令和６

年７月２２日に専決処分したもの 

   賠償先及び賠償額 以下のとおり 

賠償先（受託事業者の名称） 賠償額 

社会福祉法人後志報恩会 １６４，０００円 

社会福祉法人塩谷福祉会 １８７，２００円 

社会福祉法人小樽四ツ葉学園 １５４，３００円 

社会福祉法人札幌緑花会 ７２，９００円 

社会福祉法人北海道宏栄社 ３５，０００円 

株式会社イーゼル ２２２，０００円 

株式会社ドマーニ １１２，０００円 

合 計 ９４７，４００円 
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・ 専決処分報告 
 

   令和６年４月２４日に発生した小樽港第３号ふ頭地区指定保税地域における強風に飛ば

された待合用テントによる車両損傷事故に係る損害賠償について、同年８月９日に専決処

分したもの 

   賠 償 額 ８４万５，２９５円（車両修理費等） 

   発生場所 小樽市港町３番３号付近 小樽港第３号ふ頭地区指定保税地域 

 

・ 専決処分報告 
 

   令和６年５月２日、産業会館のブレーカーの老朽化による停電により、館内店舗の冷蔵

庫内の食材が使用不能となったことに係る損害賠償について、同年８月２０日に専決処分

したもの 

   賠 償 額 ２万３，３５１円（食材弁償費等） 

   発生場所 小樽市稲穂２丁目１７番１号 産業会館内 

 

・ 令和５年度決算に基づく健全化判断比率の報告について 
 

   地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、令和５年度決算

に基づく健全化判断比率について、監査委員の審査意見を付して報告するもの 

 

・ 令和５年度決算に基づく資金不足比率の報告について 
 

   地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、令和５年度決

算に基づく資金不足比率について、監査委員の審査意見を付して報告するもの 

 

・ 経営状況を説明する書類の提出について（マリンウェーブ小樽） 

 

・ 放棄した債権の報告 

   小樽市債権管理条例第１２条第２項の規定により、放棄した債権について報告するもの 

  ① 債権の名称 貸付金（融雪施設設置資金） 

    件数(人数) １件（１人） 

    債 権 額 ２２万９，１５４円 

  ② 債権の名称 水道料金 

    件数(人数) ６０件（１８人） 

    債 権 額 ２１万１，４６７円 

  合計 ６１件（１９人） ４４万６２１円 
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（追加予定議案） 

 

・ 小樽市教育委員会委員の任命について 
 

   常 見 幸 司 氏  令和６年１０月１７日任期満了 

 

・ 小樽市固定資産評価審査委員会委員の選任について 
 

   杉 下 清 次 氏  令和６年１０月５日任期満了 

 

※ 人事案件については、最終本会議の日に提案の予定です。 


